
令和２年５月２６日 

自家用電気工作物 

電気主任技術者及び電気保安関係者 各位 

経済産業省 産業保安グループ 電力安全課長 

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に係る早期処理へのご協力について（要請） 

 平素より、自家用電気工作物の電気保安について、格別の御理解、御協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 今般、西日本（中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）北九州事業エリア）にて、処

分期間終了後に未処分高濃度 PCB廃棄物が発見される事案が 100件超発生し、未処分高濃度

PCB廃棄物の中には、コンデンサーなど電気工作物として使用されていたものも相当数含ま

れていたことが判明しております。未処分高濃度 PCB廃棄物の多くは、倉庫の整理や建物の

解体時に発見されたものですが、電気主任技術者の見落としに起因するものもございました。 

高濃度 PCB含有電気工作物は、PCB特措法から廃棄義務等の規定が除外され、電気事業法

の規制体系で経済産業省が責任を持って対応していくこととなっています。経済産業省とし

ては、今般の未処分高濃度 PCB廃棄物の発見事案を大変重く捉えており、今後、処理期間を

迎える他の事業エリアで同様の事案が発生することのないよう、早期の高濃度 PCB含有廃棄

物の処理の促進と未登録の PCB 含有電気工作物の発見に向けた取組を強化していくことが

重要と考えております。 

 電気主任技術者をはじめ、電気保安業務に携わる関係者の皆様方におかれましては、本件

について御認識いただき、改めて御担当の自家用電気工作物の事業場において高濃度 PCB含

有電気工作物の有無の御確認と自家用電気工作物の設置者に対する高濃度 PCB 含有廃棄物

の早期処理の必要性について、周知をお願い致します。 

別添の参考資料も併せて御参考としていただき、高濃度 PCB含有廃棄物の早期かつ適正な

処理への御協力方、よろしくお願い致します。 

※高濃度 PCB 含有電気工作物の銘板確認の際に電気主任技術者自らが感電する事故も発生

しております。銘板の確認に当たっては、年次点検時など安全を確保された上で作業を行

うよう、よろしくお願い致します。

別添 

・電気主任技術者による PCB含有電気工作物確認のポイント

・（別紙）チェックリスト









（別紙）高濃度ＰＣＢ電気工作物早期処理のための確認ポイントチェックリスト
No. チェック項目 チェック

1
設備台帳に型番等記入漏れはないか。また、現場の実機と当該台帳の内容は
整合しているか。

2

使用機器の中で銘鈑がない、又は不明なものはないか。また、銘鈑や機器本体
に不自然な傷等がないか。（銘鈑張り替え等の疑念がないか）
※銘鈑情報以外でも外形等から判別出来る場合もある。詳細は（一社）日本電
機工業会ＨＰの下記URLの各機器メーカーへ確認のこと。
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/p_6-1.html

3
電気室やキュービクル内、事業場構内に電路に接続されていない（使用されて
いない）電気工作物がないか。また、該当がある場合において、当該電気工作
物についてＰＣＢ含有の有無について確認がされているか。

4
電気室やキュービクル内には、使用機器以外の不要品等を置いていないか。電
気室やキュービクル内の不要品等からPCB機器が発見されることもある。

5
電気主任技術者は、電気保安に従事する者からの報告のみでの確認だけでな
く、自らがPCB機器の有無について確認・把握しているか。

6
高濃度PCB含有機器の所在について定期的に保守担当チーム間での相互確
認をしているか。（複数チームで相互確認することで、銘鈑等の認識や判断の差
異に対する齟齬などにも気付き易くなる。）

7
PCB機器の取扱い、処理方法にかかる保安教育を行っているか。各人が高濃
度ＰＣＢ機器に対するＰＣＢ特措法及び電気設備の技術基準省令に基づく告示
上の処分期間（使用期限）や判別方法等、正しく理解出来ているか。

8
前任の主任技術者との引継ぎ時、PCB入機器の存在が漏れる可能性がない様
注意する。（機器に付いている「ＰＣＢ入」表示等のみで判断せず、銘鈑や設備
台帳等との照合により確実にＰＣＢ入機器が特定出来る様にすること。）



 

 

 

令和２年５月２６日 

 自家用電気工作物設置者 殿 

 

経済産業省 産業保安グループ 電力安全課長 

 

 

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に係る早期処理へのご協力について（要請） 

 

 平素より、自家用電気工作物（電気室、キュービクル等）の保安についてご理解、

ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 昭和４３年のカネミ油症事件で社会問題となった毒性を有する高濃度 PCB（ポリ塩

化ビフェニル）を用いた変圧器又は電力用コンデンサー等（以下「高濃度 PCB含有電

気工作物」という。）については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関

する特別措置法（平成 13年法律第 65号。以下「PCB特措法」という。）に基づき、地

域ごとに処理期限、処理施設などが厳格に定められており、地域ごとの処理期限に間

に合わない場合は、今後、一切処分を行うことができなくなります。 

 このため、高濃度 PCB 使用製品を確実に処理するため、PCB 特措法において、使用

中の製品であっても、所定の期限（次ページ参照）までに廃棄し、かつ、中間貯蔵・

環境安全事業株式会社（JESCO）への処分委託を行うことが義務づけられます。また、

電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9 年通商産業省令第 52 号）において

も、高濃度 PCB含有電気工作物について、所定の期限までに廃止（使用中止）するこ

とが義務づけられております。 

 

早期に高濃度 PCB含有電気工作物の使用を中止し、所定の期限までに処理を終えら

れるよう、格別のご協力を賜りますようお願い申しあげます。詳しくは、貴事業場の

電気主任技術者（電気管理技術者及び電気保安法人を含む。）にご相談下さい。 

 

※処分に向けた手続を行うにあたり、種類がわからず、電気室やキュービクル等に立

ち入る必要がある場合は、感電事故の危険性が伴うため、必ず貴事業場の電気主任

技術者へ事前にご相談下さい。 

 

別添 

 ・古い工場やビルをお持ちの皆様へ（チラシ） 

 

 

 



 

（参 考） 

 「所定の期限」とは、都道府県の区域ごとに次の表のとおりとなります。 

高濃度 PCB含有電気工作物の 

設置場所が所在する区域 
所定の期限 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島

県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長

野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 

令和４年３月３１日 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の

区域 

令和３年３月３１日 

 

（お問い合わせ先） 

 ① 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）への機器登録の方法について 

   本社 ＰＣＢ処理営業部 登録担当     電話 ０３－５７６５－１９３５ 

 ② 電気関係報告規則（昭和 40年通商産業省令第 54号）の各種届出制度について 

  （北海道電力ネットワーク 区域） 

   北海道産業保安監督部 電力安全課  電話 ０１１－７０９－２３１１ 内線２７２０ 

  （東北電力ネットワーク 区域） 

   関東東北産業保安監督部 東北支部 電力安全課 電話 ０２２－２２１－４９４７ 

  （東京電力パワーグリッド  区域） 

     関東東北産業保安監督部 電力安全課      電話 ０４８－６００－０３８７ 

  （中部電力パワーグリッド 区域） 

   中部近畿産業保安監督部 電力安全課      電話 ０５２－９５１－２８１７ 

  （北陸電力送配電 区域） 

   中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署  電話 ０７６－４３２－５５８０ 

  （関西電力送配電 区域） 

   中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課 電話 ０６－６９６６－６０４８ 

 ③ その他について 

   経済産業省 産業保安グループ 電力安全課（電力・保安担当） 

                          電話 ０３－３５０１－１７４２ 

 ※ 各種届出の様式は、経済産業省ウェブサイト「ＰＣＢ含有電気工作物」でダウンロードできます。 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/pcb.html 

   （「経済産業省」「電力の安全」「ＰＣＢ含有電気工作物」の用語で検索して下さい。） 
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